
「県外からの入学志願届」の記入上の注意【専門学科、総合学科、普通科（対象高等学校 13 校普通科以外）の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記入上の注意】 

〇各選抜の入学願書受付期間に、入学願書に「県外からの入学志願届」（様式４－３） 

を添えて志願先高等学校に提出すること。 

〇「記入上の注意」（本資料）を参照し、記入漏れがないようにすること。 

〇記入事項がない欄は空欄とせず、斜線を引くこと。 

〇本様式は、選抜ごとに作成すること。 

〇※欄は記入しないこと。 

 

(1)志願する選抜の欄に１つだけ〇印を付けること。 

(2)資格欄には該当する①～④の数値のうち１つを記入すること。（実施要領Ｐ５参照） 

(3)志願する高等学校名を記入すること。 

(4)本書類の記入日を記入すること。 

(5)志願者の「入学後の住所（予定）」は、入学後に現住所とは異なる住所になる予定

がある場合に記入する。現住所と同じである場合は斜線を記入する。 

(6) 保護者の「長崎県内または通学可能な県外の住所（予定）」「転居年月日（予定）」

は、長崎県内や通学可能な県外に転居予定がある場合に記入する。現住所と同じで

ある場合は、斜線を記入する。 

(7)保護者に準ずる者欄は、保護者と同居する場合は全体に斜線を記入する。祖父母等

と同居する場合や保証人を確保する場合は、祖父母等または保証人の氏名、続柄、

長崎県内（通学可能な県外）住所を記入する。 

(8)志願理由は差し支えのない程度で、具体的に記入すること。 

(9)中学校長の証明年月日は、(4)記入年月日以降になるように記入すること。 

  

(1) 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

(3) 

(2) 

(4) 

(5) 



「県外からの入学志願届」の記入上の注意【対象高等学校（13校）普通科の資格①及び②で保護者と同居の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記入上の注意】 

〇各選抜の入学願書受付期間に、入学願書に「県外からの入学志願届」（様式４－３）

と証明書類を添えて志願先高等学校に提出すること。 

〇「記入上の注意」（本資料）を参照し、記入漏れがないようにすること。 

〇記入事項がない欄は空欄とせず、斜線を引くこと。 

〇本様式は、選抜ごとに作成すること。 

〇※欄は記入しないこと。 

 

(1)志願する選抜の欄に１つだけ〇印を付けること。 

(2)資格欄には該当する①～④の数値のうち１つを記入すること。（実施要領Ｐ５参照） 

(3)志願する高等学校名を記入すること。 

(4)本書類の記入日を記入すること。 

(5)保護者氏名は、住民票等の証明書に記載された保護者名ですべて統一すること。

（保護者欄の保護者氏名も同様） 

(6)志願者の「入学後の住所（予定）」は、保護者の「長崎県内住所（予定）」と同じ住

所を記入すること。 

(7)保護者の「長崎県の住民票の写し」を証明書として添付した場合は、保護者の「現

住所」は、住民票の住所（長崎県内の住所）を書き、「長崎県内又は通学可能な県外

の住所（予定）」は、「（予定）」を二重線で消し、「同上」と記入すること。 

(8)転居年月日（予定）は、保護者が転居する予定年月日を記入すること。保護者の「長

崎県の住民票の写し」を証明書として添付した場合は、住民票の「住民となった日」

を記入し、「（予定）」を二重線で消すこと。 

(9)保護者に準ずる者の欄は記入せず、斜線を記入すること。 

(10)志願理由は差し支えのない程度で、具体的に記入すること。 

(11)中学校長の証明年月日は、(4)記入年月日以降になるように記入すること。 

  
【中学校の先生方へ】※証明書類の取扱いには、十分ご注意ください。 

(1) 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) (3) 

(2) 

(5) 

(11) 

(10) 

対象校：長崎東、長崎西、長崎南、長崎北、長崎北陽台、佐世保南、佐世保北、佐世保西、
島原、諫早、西陵、大村、壱岐 



「県外からの入学志願届」の記入上の注意【対象高等学校（13 校）普通科の資格①及び②で祖父母等と同居の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記入上の注意】 

〇各選抜の入学願書受付期間に、入学願書に「県外からの入学志願届」（様式４－３）

と証明書類を添えて志願先高等学校に提出すること。 

〇「記入上の注意」（本資料）を参照し、記入漏れがないようにすること。 

〇記入事項がない欄は空欄とせず、斜線を引くこと。 

〇本様式は、選抜ごとに作成すること。 

〇※欄は記入しないこと。 

 

(1)志願する選抜の欄に１つだけ〇印を付けること。 

(2)資格欄には該当する①～④の数値のうち１つを記入すること。（実施要領Ｐ５参照） 

(3)志願する高等学校名を記入すること。 

(4)本書類の記入日を記入すること。 

(5)志願者の「入学後の住所（予定）」は、保護者に準ずる者の住民票等の証明書記載

の住所を記入する。 

(6)保護者の「長崎県内または通学可能な県外の住所（予定）」「転居年月日（予定）」

は、斜線を記入する。 

(7)保護者に準ずる者には祖父母等の氏名、続柄等を記入する。長崎県内住所は、住民

票等の証明書記載の住所を記入する。 

(8)志願理由は差し支えのない程度で、具体的に記入すること。 

(9)中学校長の証明年月日は、(4)記入年月日以降になるように記入すること。 

  

(1) 

(2) 

(4) (3) 

(6) 

(5) 

(7) 

(8) 

(9) 
【中学校の先生方へ】※証明書類の取扱いには、十分ご注意ください。 

対象校：長崎東、長崎西、長崎南、長崎北、長崎北陽台、佐世保南、佐世保北、佐世保西、
島原、諫早、西陵、大村、壱岐 



「県外からの入学志願届」の記入上の注意【対象高等学校（13校）普通科の資格③の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【記入上の注意】 

〇各選抜の入学願書受付期間に、入学願書に「県外からの入学志願届」（様式４－３）

と証明書類を添えて志願先高等学校に提出すること。 

〇「記入上の注意」（本資料）を参照し、記入漏れがないようにすること。 

〇記入事項がない欄は空欄とせず、斜線を引くこと。 

〇本様式は、選抜ごとに作成すること。 

〇※欄は記入しないこと。 

 

(1)志願する選抜の欄に１つだけ〇印を付けること。 

(2)資格欄には該当する①～④の数値のうち１つを記入すること。（実施要領Ｐ５参照） 

(3)志願する高等学校名を記入すること。 

(4)本書類の記入日を記入すること。 

(5) 保護者の「長崎県内または通学可能な県外の住所（予定）」「転居年月日（予定）」

は、斜線を記入する。 

(6) 保護者に準ずる者には保証人の氏名、続柄等を記入する。長崎県内住所は、住民

票等の証明書記載の住所を記入する。 

(7) 志願理由は差し支えのない程度で、具体的に記入すること。 

(8) 中学校長の証明年月日は、(4)記入年月日以降になるように記入すること。  

 

  

(1) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 
(3) 

(2) 

【中学校の先生方へ】※証明書類の取扱いには、十分ご注意ください。 

対象校：長崎東、長崎西、長崎南、長崎北、長崎北陽台、佐世保南、佐世保北、佐世保西、
島原、諫早、西陵、大村、壱岐 



「県外からの入学志願届」の記入上の注意【対象高等学校（13校）普通科の資格④の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記入上の注意】 

〇各選抜の入学願書受付期間に、入学願書に「県外からの入学志願届」（様式４－３）

と証明書類を添えて志願先高等学校に提出すること。 

〇「記入上の注意」（本資料）を参照し、記入漏れがないようにすること。 

〇記入事項がない欄は空欄とせず、斜線を引くこと。 

〇本様式は、選抜ごとに作成すること。 

〇※欄は記入しないこと。 

 

(1)志願する選抜の欄に１つだけ〇印を付けること。 

(2)資格欄には該当する①～④の数値のうち１つを記入すること。（実施要領Ｐ５参照） 

(3)志願する高等学校名を記入すること。 

(4)本書類の記入日を記入すること。 

(5)志願者の「入学後の住所（予定）」は、入学後に現住所とは異なる住所になる予定

がある場合に記入する。現住所と同じである場合は斜線を記入する。 

(6) 保護者の「通学可能な自宅の住民票の写し」を証明書として添付した場合は、保

護者の「現住所」は、住民票の住所を記入する。 

(7)保護者の「長崎県内または通学可能な県外の住所（予定）」「転居年月日（予定）」

は、通学可能な県外の住所に転居予定がある場合に記入する。現住所と同じである

場合は、斜線を記入する。 

(8)保護者に準ずる者欄は、保護者と同居する場合は全体に斜線を記入する。通学可能

な県外の祖父母等宅から通学する場合に祖父母等の氏名・続柄を記入する。長崎県

内住所欄は、住民票等の証明書記載の住所を記入する。 

(9)志願理由は差支えのない程度で、具体的に記入すること。 

(10)中学校長の証明年月日は、(4)記入年月日以降になるように記入すること。 

  

(1) 

(10) 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 
(3) 

(2) 

対象校：長崎東、長崎西、長崎南、長崎北、長崎北陽台、佐世保南、佐世保北、佐世保西、
島原、諫早、西陵、大村、壱岐 

【中学校の先生方へ】※証明書類の取扱いには、十分ご注意ください。 


